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入所者のご家族様へ 

面会の回数制限が変更になります。（6 月から） 

これまで一か月あたり上限 2 回に回数制限をさせていただいておりましたが 

週 1 回を目安に面会可能になります。 

面会時間や事前予約などについての変更はありません。 

 

 


